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※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名

　
く
ら
し

新
し
い「
資
格
確
認
書
」な
ど
を

郵
送
し
ま
す

　
８
月
か
ら
使
用
す
る
国
民
健
康
保
険
と
後

期
高
齢
者
医
療
の「
資
格
確
認
書
」な
ど
を
７

月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

〈
国
民
健
康
保
険
〉

○
マ
イ
ナ
保
険
証
連
携
な
し
の
人

　
「
資
格
確
認
書
」が
届
き
ま
す

○
70
歳
以
上
で
マ
イ
ナ
保
険
証
連
携
あ
り
の
人

　
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」が
届
き
ま
す

○
70
歳
未
満
で
マ
イ
ナ
保
険
証
連
携
あ
り
の
人

　
�

す
で
に
お
持
ち
の「
お
知
ら
せ
」に
有
効
期

限
が
な
い
た
め
、
届
き
ま
せ
ん

※�
世
帯
主
氏
名
は
、
世
帯
主
の
加
入
す
る
保

険
に
関
わ
ら
ず
記
載
さ
れ
ま
す
。

〈
後
期
高
齢
者
医
療
〉

○�

85
歳
以
上
の
人
お
よ
び
マ
イ
ナ
保
険
証
を

普
段
使
っ
て
い
な
い
人

　
「
資
格
確
認
書
」が
届
き
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

難
し
い
と
き
は

　
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
負
担
を
軽
く
で
き

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼�

対
象　
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
て
、
収

入
が
少
な
く
支
払
い
が
困
難
な
人

※�

失
業
し
た
人
は
、特
例
免
除
が
あ
り
ま
す
。

承
認
済
み
の
人
も
改
め
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

※
学
生
は
、
学
生
納
付
特
例
を
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

▼�

制
度
の
種
類（
審
査
基
準
対
象
者
）

○�

申
請
免
除（
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
）

○
納
付
猶
予（
本
人
・
配
偶
者
）

※�

審
査
は
、
審
査
基
準
対
象
者
の
前
年
所
得

●固定資産税� 第2期
●国民健康保険税� 第1期
●後期高齢者医療保険料
　� 第1期
●介護保険料� 第1期

7月の納税
7月31日㈮が納期限です

不
動
産
取
得
税
は
納
期
限
ま
で
に

　
令
和
7
年
中
に
家
屋
を
新
築
な
ど
で
取
得

し
た
人
へ
、
7
月
8
日
に
不
動
産
取
得
税
の

納
税
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

▼
納
期
限　
7
月
31
日
㈮

▼
問
い
合
わ
せ

○
大
田
原
県
税
事
務
所

☎
０
２
８
７（
23
）４
１
７
２

発生件数 死亡者 負傷者 重傷者

４月中 15件（＋  7） 0人（　  0） 18人（＋  9） 3人（＋  2）

うち高齢者 9件（＋  6） 0人（　  0） 7人（＋  6） 3人（＋  3）

本年累計 70件（＋13） 0人（－  2） 81人（＋13） 13人（＋  3）

うち高齢者 28件（－  1） 0人（－  1） 21人（＋  3） 9人（＋  2）

（　）は前年同月比○4月の交通事故発生状況（人身事故）

▶問い合わせ　本交通防犯課　☎（62）7127

塩
原
ダ
ム
の
放
流
に
注
意

　
ダ
ム
か
ら
の
放
流
で
箒
川
の
水
位
の
急
な

上
昇
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
川
沿
い
の
サ

イ
レ
ン
や
み
る
メ
ー
ル
、
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
サ
イ
レ
ン
が
聞
こ
え
た
ら
、
す
ぐ
に
川
か

ら
離
れ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○
矢
板
土
木
事
務
所
ダ
ム
管
理
部

　
☎
０
２
８
７（
44
）２
１
８
７

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
適
用

認
定
証
の
申
請
は
郵
送
で

　
医
療
機
関
で
の
支
払
い
を
前
年
所
得
に
応

じ
た
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
調
整
で
き
る

の
が
、
限
度
額
適
用
認
定
証
で
す
。

▼
対
象

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

※�

マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
し
て
い
る
人
は
申

請
不
要
で
す
。

お知らせ掲示板

広　告

日本年金機構
ホームページ

　
ヨ
ー
ヨ
ー
釣
り
な
ど
の
露
店
、
か
き
氷
な

ど
の
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
が
出
店
し
ま
す
。

　
「
ミ
ニ
四
駆
パ
ー
テ
ィ
ー
」も
同
時
開
催
し

ま
す
。

▼�

と
き　
7
月
25
日
㈯

　
午
前
11
時
～
午
後
5
時

▼�

と
こ
ろ　
ま
ち
な
か
交
流
セ
ン
タ
ー
く
る
る

▼
問
い
合
わ
せ

○�

ま
ち
な
か
交
流
セ
ン
タ
ー
く
る
る

�

☎（
73
）５
５
９
７

く
る
る
7
周
年「
夏
ま
つ
り
」

都
市
計
画
の
構
想
の
縦
覧

お
よ
び
公
聴
会
を
実
施
し
ま
す

　
沼
野
田
和
、
下
中
野
、
島
方
地
区
に
係
る

用
途
地
域
の
一
部
廃
止
に
つ
い
て
都
市
計
画

の
構
想
を
縦
覧
し
ま
す
。

　
意
見
の
あ
る
人
は
、
意
見
申
出
書
を
提
出

で
き
ま
す
。
ま
た
、
公
聴
会
で
公
述
人
と
し

て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〈
縦
覧
〉

▼
と
き　
７
月
6
日
㈪
～
21
日
㈫

※
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
。

▼
と
こ
ろ　

都
市
計
画
課

〈
公
聴
会
〉

▼
と
き　
7
月
31
日
㈮　
午
後
6
時
30
分

▼
と
こ
ろ　
東
那
須
野
公
民
館

▼
意
見
書
提
出
方
法　
縦
覧
期
間
内
に
提
出

先
に
持
参
ま
た
は
郵
送

▼
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

○

都
市
計
画
課�

☎（
62
）７
１
５
９

　
〠
３
２
５
‐
８
５
０
１共

墾
社
１
０
８
‐
2

　
小
規
模
事
業
所
の
雇
用
・
給
与
・
労
働
時

間
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
調
査
員

が
訪
問
し
て
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

▼�

対
象　
常
用
労
働
者
1
～
4
人
の
小
規
模

事
業
所

▼�

対
象
地
域　
扇
町
の
一
部

▼�

調
査
期
間　
７
月
～
9
月

▼
問
い
合
わ
せ

○

企
画
政
策
課�

☎（
62
）７
３
１
５

令
和
８
年
毎
月
勤
労
統
計
調
査

特
別
調
査
の
回
答
に
協
力
を

を
基
準
に
行
わ
れ
ま
す
。

▼
対
象
期
間　
7
月
～
来
年
6
月
分

※
2
年
1
カ
月
前
の
分
ま
で
申
請
で
き
ま
す
。

▼
必
要
書
類

・�

年
金
番
号
の
分
か
る
も
の

・�

本
人
確
認
書
類

※�

代
理
人
に
よ
る
申
請
に
は
、
委
任
状
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼�

受
付
開
始　
7
月
1
日
㈬

▼�

申
請
方
法　
本
国
保
年
金
課
、
西
国
保
年

金
担
当
、
塩
市
民
課
、
箒
根
出
張
所
、
大

田
原
年
金
事
務
所
の
窓
口
ま
た
は
、
電
子

申
請（
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
）で
申
請

※�
詳
細
は
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
す
る
か
、
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○

国
保
年
金
課�

☎（
62
）７
１
２
９

○
大
田
原
年
金
事
務
所

�

☎
０
２
８
７（
22
）６
３
１
１

▼�

申
請
方
法　
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
申
請
先
へ
郵
送
で
提
出

※�

申
請
書
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
か
、
問
い
合
わ

せ
先
に
連
絡
し
て
取
り
寄
せ

て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

○

国
保
年
金
課�

☎（
62
）７
１
２
９

　
〠
３
２
５
‐
８
５
０
１共

墾
社
１
０
８
‐
2

○�

84
歳
以
下
で
マ
イ
ナ
保
険
証
を
普
段
か
ら

使
っ
て
い
る
人

　
「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」が
届
き
ま
す

〈
共
通
事
項
〉

▼�

資
格
確
認
書
の
交
付

　

�

マ
イ
ナ
保
険
証
で
の
受
診
が
難
し
い
場
合

は
、
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

期
限
切
れ
資
格
確
認
書

　

�

細
か
く
裁
断
し
て
捨
て
る
か
、
国
保
年
金

課
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

○

国
保
年
金
課�

☎（
62
）７
１
２
９

計
量
モ
ニ
タ
ー
募
集

　

購
入
し
た
食
料
品
の
重
さ
を
実
際
に
計

り
、
適
正
な
表
示
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
モ

ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

▼
活
動
期
間　
10
月
1
日
㈭
～
31
日
㈯

▼�

対
象　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

・
18
歳
以
上
の
市
民

・
期
間
中
、
モ
ニ
タ
ー
業
務
に
従
事
で
き
る

・
過
去
に
計
量
モ
ニ
タ
ー
の
経
験
が
無
い

・
説
明
会
に
参
加
で
き
る

▼�

定
員　
10
人
程
度（
申
込
多
数
時
は
抽
選
）

〈
説
明
会
〉

▼
と
き　
9
月
14
日
㈪　
午
後
2
時
～
3
時

▼
と
こ
ろ　
市
役
所
本
庁
舎

▼
謝
礼　
６
千
円

　
（
説
明
会
参
加
＋
調
査
報
告
）

▼
申
込
期
限　
8
月
21
日
㈮

▼�

申
込
方
法　
電
話
、
FAXま
た
は
メ
ー
ル
で

申
し
込
み

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○

交
通
防
犯
課�

☎（
62
）７
１
２
6

�

FAX（
62
）７
５
０
０

　

koutsuu-bouhan
�

@
city.nasushiobara.tochigi.jp

～納税は
便利な口座振替で～


